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組合事務室は１号館２階１２１０です。 

9 月 7 日、北海道労働委員会が法人に対して二度目の不法労働行為の認定 

勤務延長教員裁判の控訴審（弁論終結、１０月４日判決へ） 

昨年度の組合ニュース No.１７でお伝えしたとおり、本学の勤務延長教員の年俸減額に関する訴訟につい

て、法人は 3 月 30 日に札幌地方裁判所の下した判決内容を不服とし、４月１１日に札幌高等裁判所に控訴し

ました。その控訴審第 1 回口頭弁論が 7 月 26 日に行われました。裁判長は原告・被告双方からの提出書面

を確認し、双方において更なる立証の予定がないことを確認した上で、弁論終結を宣言しました。判決期日

は、10 月 4 日１３時１０分からと決まりました。 

 

控訴理由書に見える、法人の懲りない不誠実な態度 

ところで、勤務延長教員裁判の原告団より、法人が札幌高裁に控訴する際に提出した「控訴理由書」にお

いて、訴外人である組合に対する批判がかなり多く展開されているとの情報が、組合に寄せられました。 

すなわち、就業規則の不利益変更は無効であるとの一審の判決の理由の一つとして、組合との交渉が不

十分であったことが挙げられていますが、「控訴理由書」において法人は、「それは組合側の交渉の態度に

問題があり、法人に非はない」との主張をくり返しています。この点を控訴審で改めて主張するのであれば、

法人は新たな証拠を提出するなどして、自らの見解の内容や根拠を具体的に示すなどすべきでしょう。しか

し、そうすることなく、ただ一審と同じ主張をくり返し述べるのみです。 

また、平成 26年 10月 10日に、労働委員会が法人に対して不当労働行為であるとの救済命令を出したこ

とについても、「控訴理由書」の中で法人は、労働委員会の判断を誤りだったとし、交渉に応じないのは組

合の方であると主張しています。しかし、ここでも何らの新たな根拠を示すことなく、みずからの主張をくり

返すだけで、開き直りを見せています 

さらに、法人は、組合が労働委員会に救済申し立てを行った平成 27 年度の期末・勤勉手当の交渉も、「控

訴理由書」の中で取り上げ、交渉に応じないのは組合の方だと批判しています。 

このような「控訴理由書」から次のように推断できます。すなわち、法人は、法の番人たる札幌地方裁判

所や、公正かつ客観的な立場で労使間の利害調整を企図する労働委員会から指摘されている問題点を全

く理解していない、理解しようともしない、むしろ黙殺しており、組合と協調して健全な労使関係と健康的な

職場環境の構築を目指そうという努力の姿勢が全くないということです。 

 

法人による組合への責任転嫁を強く非難 

地裁判決や労働委員会の命令で再三再四述べられているのは、法人が組合から出した提案や質問に対

して何ら回答しておらず、法人からの提案に関する組合からの疑問や異論をいっさい受け付けず、一方的な

判断で交渉を打ち切るという法人の交渉態度が、「不誠実である」ということです。 

法人はこうした指摘を全く理解していないどころか、逆に「控訴理由書」では、法人はこれまで同様の組

合へのいわれなき責任転嫁を繰り返しています。このような組合に対する法人の不誠実な態度から、「労使

対等」ということを理解しておらず、問題の解決に対する誠意がないのでは？との疑念を抱かざるを得ま



せん。このような法人の不誠実で強圧的態度を、組合は強く非難します。組合は、法人の不誠実極まる強圧

的な姿勢に対して細心の注意を払って警戒し、注視して、必要な対抗策を取っていきます。 

 

平成 27 年度期末・勤勉手当に関する北海道労働委員会から救済命令交付 

上記の「控訴理由書」に触れられていますが、かつて、組合は平成 24 年度の法人による一方的な就業規

則改定について北海道労働委員会に救済を申し立て、平成 26 年 10 月 10 日、労働委員会は法人の行為が

不当労働行為であると認め、法人に対して「今後こうした行為を繰り返さないことを表明した文書」の掲示

（ポストノーティス）の命令を出しました。当時、この救済命令を法人は受け入れ、文書の掲示を行いました。

ところが、「控訴理由書」では法人はこの命令を「誤り」と述べており、先般の命令受け入れは虚偽そのもの

で、まさしく「面従腹背」だったことが明らかになりました。 

 前回に続き今回、平成 27年度の期末・勤勉手当について、組合は北海道労働委員会に再び救済の申し入

れをしました。これに対して、9 月 7 日に労働委員会は、組合の要求を全面的に受け入れ、法人の行為を労

働組合法第７条第２号及び第３号に該当する不当労働行為であると認定する救済命令を交付しました。そし

て、前回と同じく、法人に対して今後このような行為を繰り返さないことを表明した文書の掲示（ポストノーティ

ス）を命じました。平成２６年度に続き、法人は二度目の不当労働行為の認定を受けたことになります。 

９月１１日に法人より組合執行部に向けて、９月７日の北海道労働委員会より交付された命令を受け入れ、

命令どおり文書の掲示を行うとの連絡がありました。文書は中央棟１階に掲示されています。労働委員会か

ら１０日間掲示を継続しなければならないとの命令が出されていますので、文書は９月２０日まで掲示し続け

ることになります。 

 労働問題に詳しい弁護士によると、道内の大学において救済命令で二度も不当労働行為と認定された

のは、本学が初めてだそうです。かつて道内の某大学が、二度、組合によって北海道労働委員会に救済を

申し立てられたことはあったようですが、さすがに二度目は大学側が妥協し、和解になったそうです。この

ことから見ても、本学法人の組合に向き合う姿勢が極めて強硬で、不誠実であるのが分かります。 

 

労働委員会は、組合に対する法人の不誠実な態度を強く問題視 

 今回、北海道労働委員会から交付された命令書にある主文の中に、 

 

  １  被申立人は、被申立人の教職員の期末・勤勉手当に係る団体交渉において、自らの主張に固執す

ることなく、申立人の要求事項に対して自らの見解の内容や根拠を具体的かつ明確に示して申立人の

納得を得るよう努力するなど、誠実に団体交渉を行わなければならない。（命令書１頁） 

 

とあり、またこれと対応する内容が、掲示された文書にも、 

 

  ２ 平成２７年度期末・勤勉手当に係る団体交渉において、当法人が、自らの主張に固執し、交渉事項に

対して自らの見解の内容や根拠を具体的かつ明確に示して貴組合の納得を得るよう努力せず、誠実

な対応をしなかったこと。（命令書２頁） 

 

とあり、法人が「今後、このような行為を繰り返さない」としている行為の一つとして挙げられています。 

上述したように、平成２６年１０月の北海道労働委員会の救済命令、今年３月の北海道地方裁判所の判決

いずれにおいても、法人が組合に対して、労働条件の不利益変更の内容を更に不利益なものに変更する理

由のみならず、変更内容が適正なものであることを十分に説明していない、組合の理解を得られるよう努

めたとはいえず、誠実な対応をしなかった、ということを、不当労働行為の判断理由としています。上掲し

た労働委員会の命令書の主文などからも伺えるように、今回も労働委員会は法人が十分な説明をせず、誠



実な対応をしなかったと判断しています。 

さらに、命令書の３２頁から３７頁では、労働委員会は、２７年度６月期手当及び同年１２月手当それぞれの団

体交渉の経緯について詳しく検討をしており、その上で、「組合が不当に協議・交渉を拒絶して不誠実な交

渉態度に終始したとする法人の主張については、これを認めることはできない」（命令書３７頁）との判断を下

しています。上述した「控訴理由書」だけでなく、今回の労働委員会への救済申し立てにおいても法人が

延々と「組合側の交渉の態度に問題がある」と主張を繰り返していますが、今回の救済命令においてこの

法人側の主張が明確に否定されたのです。 

むしろ、主文には法人が「自らの主張に固執」しているとの文言が付け加えられており、労働委員会が法

人の改善する姿勢のない、強圧的な態度を強く問題視していることがうかがえます。 

 

法人は教職員が本来受け取るはずだった未払い賃金を支払え 

労働委員会が組合の要求を全面的に受け入れ、法人は労働委員会の救済命令に従い、文書の掲示を実

施しました。しかし、組合としては、これはまだ法人との戦いの途中で得た一つの成果に過ぎず、未払い賃

金を取り戻すまでは喜ぶことができません。すでに法人は前回の平成２６年の救済命令を受け入れ、文書の

掲示を行ったにもかかわらず、その後、手当については何ら改善することなく、組合に対しても不誠実な態

度を取り続けました。法人は、「控訴理由書」に見えるように、命令の受け入れは「面従腹背」であったことが

明らかとなりました。私たち教職員はこのように法人から裏切られ続けてきたのです。 

これまでこのような姿勢を取ってきた法人が、今回の救済命令を受け入れ、ふたたび「形ばかりの反省」

を示して終わり・・・では、本当に組合が勝利を勝ち取ったことにはなりません。 

手当の削減というのは、私たち札幌大学で働く教職員に経済的な損失を負わせることであり、私たち教

職員の現在そして将来の生活設計に大きな損害を与えることにつながります。この経済面、生活面の痛手

の重み、それが札幌大学という職場における労働意欲の低下に及ぶということを、法人執行部はいったい

どれだけ理解しているのでしょうか？ 

法人は今回の救済命令を受け入れたならば、文書の掲示だけにとどまらず、教職員の経済的な損失を目

に見える形で救済すべきです。組合は、法人の再度の「面従腹背」を許さず、教職員が本来もらえたはずの

賃金を取り返すまで戦っていくつもりです。この未払い賃金を法人に支払わせるところまで行かなければ、

労働委員会の命令が尊重され、組合の訴えが勝利したとは言えないでしょう。 

以上のことから、組合は法人との今年度冬季の期末・勤勉手当に関する団体交渉に臨むにあたって、かつ

て組合が合意した本来の支給率に加えて、２０１５年度６月期からの２年間の未払い賃金を上乗せした要求を

していく予定です。 

 

 


